
解消金の性質について
Ａ案 Ｂ案

システム検
で示した
解消金の
イメージ

第２回検討会
（11/30）で
の主な
ご意見

（Ａ案、Ｂ案ともに）解消金、バックペ
イ、損害賠償を分けた上で、それぞれの
債権をどう結びつけるのか考えるべき。

（Ａ案、Ｂ案ともに）解消金、バックペイ、損害賠償を分けた上で、それぞれの債権をどう結びつけるのか考えるべき。
実体法上の請求権の関係を整理する規定の置き方として、バックペイ相当部分を含めて受領した場合には、実体法上の債権としての
バックペイは消滅する、という規定を置くことも考えられるが、バックペイ相当部分はあくまで計算上含まれているだけであり、それ
だけをもって実体法上のバックペイが消滅するとしてよいか。また、重複訴訟となった場合には十分な対応とならない。
解消金とバックペイを分けて考えた場合に問題となるのは、一部しか支払われなかった場面であり、弁済の充当の問題と整理し、使用
者の恣意的な指定を防ぐことを目的に、充当の特則を労働契約法に置くことができるのであれば、バックペイを全額支払わなければ解
消金に充当されないと整理することも可能ではないか。

パターン１ パターン２ パターン３ パターン４

第２回
検討会を
踏まえ

考えられる
解消金の
イメージ

【弁済の充当の特則は置かず、現行の民
法の充当の一般則に従う場合】

【弁済の充当の特則を労働契約法に規定す
る場合】

※上記３つの請求権については、併合提起
の義務付けを想定。

メリット

制度設計が分かりやすい
バックペイ等の算定を現行の裁判実務に
委ねるため、影響が少ない

制度設計が分かりやすい
バックペイ等の算定を現行の裁判実務に委
ねるため、影響が少ない
併合提起するインセンティブとなる

バックペイ等の算定を現行の裁判実務に委ねるため、影響が少ない
バックペイ等が支払わなければ労働契約が終了しないため、労働者保護に手厚い

デメリット

併合提起はあくまで任意であるため、一
回的解決にならないおそれ

⇒制度周知に併せて、併合提起を推奨する
ことで一定の対応ができると考えるか

解消金、バックペイ及び損害賠償のそれ
ぞれが認められ、一部弁済がされた場合、
使用者が解消金を弁済を充当すべき債務
として指定してしまい、バックペイ等の
支払前に労働契約が終了する場合もある。

⇒バックペイの履行確保のため、特別の措置を
必要と考えるか（現行の地位確認訴訟におい
ても、バックペイ支払を命じる判決確定後、
任意の履行がない場合、強制執行による）。

⇒当事者が弁済すべき債務を指定せずに一部弁
済した場合の充当関係をどのように考えるか。

充当の特則については、他に同様の例がな
く、法制的な可否の検討が必要

⇒解消金、バックペイ以外の債権（退職金債
権など）が存在した場合、充当の順序をどの
ように考えるか
⇒先に充当するバックペイについて、どのよ
うな規律を置くことが考えられるか（判決
で支払を命じられたバックペイか、解消金
支払時までに発生しているバックペイ全て
か）

バックペイの併合提起を義務付けな
い場合、バックペイを併合しなかっ
たときの取扱について整理が必要

⇒ バックペイ請求訴訟が併合提起さ
れなかった場合であっても、労働契
約解消補償金の請求とその支払のみ
によって就労の意思が喪失したもの
として、それ以降バックペイが発生
しないと考えることはできるか。

狭義の解消金請求訴訟とバックペイ請求
訴訟等が併合提起されなかった場合、広
義の解消金の全額が分からくなるため、
一回的解決のためには併合提起を義務付
けることが考えられるが、義務付けるた
めの理論的説明が必要
併合提起を義務付ける場合、バックペイ
等を併合しないと実体法上のバックペイ
等の債権が失権することが考えられるが、
労働者への権利制限となる可能性

なぜ労働契約解消補償金や狭義の解消金を支払ったにもかかわらず、バックペイや広
義の解消金全体を支払わなければ労働契約が終了しないのか、理論的説明が必要

⇒広義の労働契約解消金等として含めるバックペイの範囲をどこまでと規定するか（判
決確定時までのバックペイか、発生しているバックペイ全てか）
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